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○ 福岡市漁港管理条例及び同条例施行規則においてプレジャーボート（※）を係留できるのは
    浜崎今津漁港と規定しているが、その他の福岡市が管理する漁港（以下「市管理漁港」という。）

において、プレジャーボートの放置艇を約350隻確認している。

○ プレジャーボートの放置艇については、全国的な課題となっており、市管理漁港においても多くの放置
    艇が確認されたことから、「福岡市管理漁港におけるプレジャーボートの係留等のあり方に関する有識
    者会議」を設置（10月までに３回程度開催予定）し、専門的見地から意見をいただきながら、
    国の示す方向性も踏まえ、適正化に向けた対応を検討する。

検討の趣旨

船 種

大区分 中区分 小区分

小型船舶
プレジャーボート モーターボート、ヨット類

遊漁船 遊漁船

漁船 ― ―

漁船以外の
船舶 上記以外の船舶 上記以外の船舶

（例：作業用船舶等）

※ 福岡市漁港管理条例に規定する船舶の種類は、「漁船」、「漁船以外の船舶」、
「小型船舶」となっており、本有識者会議では、プレジャーボート及び遊漁船（以下
「プレジャーボート」と総称する。）の係留等を議論の対象とする。
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Ⅰ 福岡市管理漁港における係留等の状況

○ 第１回会議でお知らせしていた「市漁協のプレジャーボートの係留に係る収支」について、調査結果を報告するもの。

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

人件費
①巡回、点検、清掃 13,711 13,700 15,711 19,678 21,063 23,574 23,474

②緊急時の対応 1,926 1,284 642 1,284 1,284 642 642

③その他の人件費 180 180 180 180 180 180 180

物件費

④係留施設の設置等 26 594 113 42 1,098 525 196

⑤クレーン設備の補修修繕 1,047 1,578 982 1,305 2,472 1,220 1,790

⑥水道代、電気代 1,434 1,346 1,531 1,398 1,420 1,578 1,454

⑦放置艇撤去費等 408 295 212 426 750 194 422

その他 ⑧契約手続き等の委託費 906 1,025 527 667 726 779 744

市漁協のプレジャーボートの係留に係る収支（浜崎今津漁港・玄界漁港を除く６漁港）
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（単位：千円）※市漁協から提供

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

収入（A) 20,794 21,182 23,423 29,087 32,026 33,663 33,408

プレジャーボート
管理経費（B) 19,638 20,002 19,898 24,980 28,993 28,692 28,902

差額(A)-(B) 1,156 1,180 3,525 4,107 3,033 4,971 4,506

毎年度の差額は、プレジャーボートを含む漁港全体の修繕や維持管理経費に充当

プレジャーボート管理経費（B)の内訳



Ⅱ 第１回有識者会議のふりかえり 
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○ 第１回有識者会議（9/12）での主な意見は下記のとおり。

❏ 係留しているプレジャーボート（約３５０隻）への対応について
① 県内の他市町が管理している漁港には収容能力の余裕がない。
② 市内民間マリーナの現状は、大方、飽和している状況。
③ 漁業の状況変化の中で、漁港の空間的余裕がある場合は、漁業以外と共存共栄することが望ましい。
④ 本来、漁港は漁業活動のためのものであり、漁業活動に支障がないようにしてほしい。
⑤ 水産庁をはじめ国の色々な方針を踏まえ、適正化に向けた検討を進めるべき。
⑥ 現在、漁港にプレジャーボートを係留している善意の利用者に不利益がないような考慮が必要。

❏ 今後の管理運営と放置艇対策について
⑦ 周辺住民にとっても安全・安心な管理をしてほしい。
⑧ 他都市の先行事例を参考に検討を行うべき。
⑨ 漁港のことを一番把握している漁業者の知識や経験と、行政が連携した管理体制の検討が必要。

❏ 今回の事案の原因検証と再発防止策について
⑩ 漁協が費用を利用者より徴収していたことについて、漁協が管理するためにどのような経費が発生していたかを確認することが望ましい。
⑪ 出来る範囲で過去に遡って検証し、市民が納得できる新しい管理の方向性を打ち出すことが重要。
⑫ 第三者的立場から、福岡市の調査等には全面的に協力する。



Ⅲ 適正化に向けた方向性（案）
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〔 第１回会議における委員意見を踏まえた方向性 〕
条例及び規則を整理し、浜崎今津漁港以外の市管理漁港についても市の適正な管理下においた
うえで、プレジャーボートの受入れを行う。

【理由】

・福岡市の現状を国のマニュアル（※）に照合すると「漁港管理者以外のものが漁港管理者の許可なく漁港施設に係る料金を徴収
しており、不適切な状態」に該当し、放置艇の移動・撤去又はこれらの問題が解決されることを条件として受入が可能とされている。

・県域や市内民間マリーナでの受入れが難しい状況の中、約350隻の放置艇を撤去させると、他の場所での更なる放置艇が発生
する恐れがある。
※国のマニュアル：「プレジャーボートの適正な係留・保管推進マニュアル（平成28年度改訂版） 平成29年３月 水産庁」

【留意事項】
・漁船減少による漁港の有効活用の観点を踏まえつつ、本来、漁港は漁業活動の施設であるため、漁業活動に影響のない
範囲とする。
・国の方向性や他自治体の先行事例を参考にする。

    ・周辺住民にとっても安全・安心な管理とする。

係留しているプレジャーボートへの対応・今後の管理運営と放置艇対策について



Ⅲ 適正化に向けた方向性（案）
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〔 第１回会議における委員意見を踏まえた方向性 〕
   今回の市の不作為事案については、弁護士の委員の協力のもと、下記のとおり調査を実施し、

原因を検証するとともに、再発防止策の検討を行う。

【対象者】

・平成11年度から令和７年度に下記所属に在籍していた（る）職員 （69名）
①農林水産局長 ②水産部長 ③漁港課長 ④管理係長 ⑤管理係員

【調査方法】
・アンケート方式（記名） ※回答内容は、個人を特定することができない状態で取りまとめ

【主な調査項目】
・放置艇と漁協による費用徴収の事実を知っていたか
・浜崎今津漁港の条例改正後、どうして他の漁港は対応できなかったのか、組織内での情報共有はどうなっていたのか など

【スケジュール】
・現在、調査に着手済。10月中に調査結果を取りまとめ、第３回有識者会議において報告

今回の事案の原因検証と再発防止策について



○ 今回、本有識者会議でご意見をいただきたい論点は下記のとおり。

➣ 市漁協のプレジャーボートの係留の収支について
収支（P3）について、どのように捉えるべきか

➣ 係留しているプレジャーボートへの対応・今後の管理運営と放置艇対策について
〔方向性〕 条例及び規則を整理し、浜崎今津漁港以外の市管理漁港についても市の適正な管理下においたうえで、プレジャーボートの受入れを行う。

他都市の事例のように、放置等禁止区域・小型船舶用泊地の指定をすべきか

周辺住民にとっても安全・安心な管理とするには、どのような手法があるか
使用料の設定においては、どのような点に留意すべきか
適切かつ効率的な管理運営手法にはどのようなものがあるか

 ➣ 今回の事案の原因検証と再発防止策について
〔方向性〕 今回の市の不作為事案については、下記のとおり調査を実施し、原因を検証するとともに、再発防止策の検討を行う。

市が行う調査について

適正化に向けた論点
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【参考】 他都市の放置艇対策の事例

○放置艇対策に取り組んでいる他都市の事例は以下のとおり。

① 広島県 ： 小型船舶係留泊地の整備と保管場所の義務化を実施（P.9-10）

② 佐賀県唐津市 ： 放置艇の代執行による撤去を推進（P.11-12）
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【参考】 他都市の事例紹介① 広島県

※「プレジャーボートの放置艇対策に関する参考事例集 ver.1.0 （令和6年3月）」 国土交通省・水産省
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【参考】 他都市の事例紹介① 広島県

※「プレジャーボートの放置艇対策に関する参考事例集 ver.1.0 （令和6年3月）」 国土交通省・水産省
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【参考】 他都市の事例紹介② 佐賀県唐津市

※「プレジャーボートの放置艇対策に関する参考事例集 ver.1.0 （令和6年3月）」 国土交通省・水産省
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【参考】 他都市の事例紹介② 佐賀県唐津市

※「プレジャーボートの放置艇対策に関する参考事例集 ver.1.0 （令和6年3月）」 国土交通省・水産省
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